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日本手話語彙にみる線条性： 
表語音節語につなげられた指文字にみる 

音声補字的用法に関する一考察
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Linearity in Japanese Sign Language:  

Considering logosyllabic signs connecting  

fingerspelling-letters as the phonetic complement

Akio Suemori　・　Kurumi Saito

Abstract:This paper describes a morphonological analysis of compound signs 

connecting with fingerspelling-letters in Japanese Sign Language. The critical 

analysis revealed that fingerspelling–letters connected with signs indicated 

functions like phonetic complements, which are observed in the hieroglyphs or 

the Mayan scripts. Interesetingly, the patterns of fingerspelling-letters are also 

similar to sutegana observed in written Japanese in the early modern ages. The 

analysis of mechanisms of compound signs connecting with fingerspelling-letters 

uncovered that an initial Kana of a Japanese word corresponded to a certain sign 

is connected before the sign as the phonetic complement, whereas a terminal 

Kana is connected after the sign, suggesting the bi-linearity of fingerspelling-

letters as the phonetic complement, which is considered to derive from written 

Japanese. The initial fingerspelling-letter connected before a sign tends to 

be subsequently converted to a handshape of the sign, however, the terminal 

fingerspelling-letter is not converted to the handshape of the sign, suggesting 

that the bi-linearity of the initial and terminal fingerspelling-letters as the 

phonetic complement differs each other.

Keywords: Japanese Sign Language, fingerspelling, phonetic complement, 

determiner, linearity

要旨：本稿では日本手話語彙にみる指文字を含む複合語群の音韻形態論的分析をおこない、

複合語群に含まれる指文字が聖刻文字やマヤ文字にみる音声補字に該当する機能を持つこ

とを明らかにした。またこの形式は近世書記日本語にみる捨て仮名ともよく似ていること

が窺われた。指文字を含む複合語群の造語機序については、手話単語に対応づけられた日

本語の語頭に位置する仮名は手話単語の前につなげられるのに対し、日本語の語尾に位置

する仮名は手話単語の後につなげられるという顕著な傾向があり、書記日本語にみる線条

性が指文字を含む複合語群にも存在することが窺われた。尤も手話単語の前につなげられ

た指文字が、手話単語と指文字の空間的共起ないし手話単語の構成要素［手形］への変換

を示す傾向を見せたのに対し、手話単語の後につなげられた指文字にはそのような傾向は

みられなかった。
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Ⅰ．はじめに

Ⅰ．１．orality と literacy

　Saussure1）は近代言語学の礎石とも言える『一般言語学講義』において、言語記号にみ

る恣意性と線条性を提唱した。尤も黒田 2）は「ソシュールの言語学説には、言語記号の根本

原理とされる、有名な二つの原理がある。第一原理は、恣意性、第二原理は、線条性と名付け

られ…一方の聴覚イメージのみを対象とした原理に過ぎなくなっている。…果たして第二原理

は聴覚イメージのみを対象とし、その概念との関係には関わらないものなのであろうか。」と、

言語記号の線条性の解釈における課題を提示している。さらに加藤 3）は現在の言語学が今な

お、文字言語は音声言語の写しにすぎないものという言説に囚われがちな弊害を指摘するとと

もに、音素配列と超分節素の二重性を与件とする複線条性 4）を提唱し、訓読やルビがみられ

る書記日本語を基盤とする文字論への複線条性の敷衍 5）をはかっている。

　Ong6）は「声の文化 orality7）」と「文字の文化 literacy7）」を社会言語学的に対照し 8）、

「声の文化」と「文字の文化」の二項対立的範型 9）ないし「文字の文化」を「声の文化」の附

帯物とみなす附帯的範型 10）に異を唱え、「声の文化」と「文字の文化」の相互作用を重視す

る双極的範型 11）を提唱した。このように、「声の文化」と「文字の文化」、すなわち音声言語

と文字言語の間にみる動態的様相については、今なお多くの探求が重ねられている。

　一方、Stokoe12）を嚆矢とする手話言語学は手話言語 13）を言語とみなす言説を与件とし、

音声言語と文字言語のみを言語と位置づける近代言語学に楔を打ってきた。しかし、昨今の手

話言語学においては、手話言語の自律的体系における特性や変化を強調するあまり、「手話の

文化」に対する「声の文化」や「文字の文化」の抑圧を強調する論調が目立つことは否めない。

その結果「手話の文化」にみる「声の文化」や「文字の文化」の影響がみられる事象を論じる

動きは必ずしも活発とは言えない。

　しかし、書記日本語は欧米とは異なり、文字言語の自律性がみられる。そのような書記日本

語と日本手話の間にはどのような相互作用がみられるのかを分析し、日本手話を基盤とする手

話言語学に資するのみならず、文字言語が音声言語の附帯物であるという視座に偏りがちな欧

米の手話言語学に対しても新たな視座を提示し得るものと考えられる。

Ⅰ．２．手話複合語にみる指文字

　昭和時代中期に日本聾共同体に大曽根式指文字が普及するにつれて、日本手話の語彙体系に

も従来の手話単語に指文字をつなげた複合語や、手話単語の構成要素［手形］に指文字を取り

込んだ手話単語が散見されるようになる。NHK 手話 CG14）にも、日本手話語彙にも手話単語

に指文字をつなげた複合語群 15）や、手話語彙構成要素の手形に指文字を取り込んだ手話単語

群 16）が載録されている。

　手話単語に指文字をつなげた複合語群や、手話単語構成要素［手形］に指文字を取り込んだ

手話単語群は、手話言語（日本手話）と文字言語（書記日本語）の言語接触により生じた語彙
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であり、日本手話語彙にみる音声言語や文字言語の影響を論ずるには格好の題材でもある。手

話単語構成要素［手形］に指文字を取り込んだ手話単語群については多くの論考が図られてい

る 17）。しかし手話単語に指文字をつなげた複合語群を手話言語学的に論じたものはほとんど

見受けられない。末森は超拡張記号図式および圏論を援用し、音声言語（音声日本語）、文字

言語（知書記日本語）および手指言語（日本手話・手指日本語）の間にみる相互作用および重

層性を体系的に論じた 18）。しかし、日本手話語彙にみる指漢字と音訳的用法を中心に論じた

ため、日本手話語彙にみる音声補字的用法と決定符的用法については、十分な論考を図ること

ができなかったきらいがある。本稿では手話単語に指文字をつなげた複合語群と聖刻文字やマ

ヤ文字にみる音声補字や決定符の対照を通じて、手話単語に指文字をつなげた複合語群の造語

機序および複線条性を明らかにし、手指言語（日本手話・手指日本語）と文字言語（書記日本

語）の動態的相互作用の可視化をはかる。

　なお、本稿では日本手話の手話単語や複合語は【…】、手話単語の構成要素は［…］、文字日

本語は「…」で囲むものとする。【マンション】は手話単語に指文字をつなげた複合語で、利

き手で指文字【マ】を表した後【ビル】を表す形式をとることより、語彙論的には【マンショ

ン】、音韻形態論的には【マ＋ビル】と表記する。【マーガリン】は手話単語構成要素の［手形］

に指文字を取り込んだ単語であり、パンに何かしらを塗る動作を模倣した手話単語の［手形］

が［マ］になっており、語彙論的には【マーガリン】、音韻形態論的には【［マ］パンに塗る】

と表記する。

Ⅱ．音声補字と決定符

Ⅱ．１．聖刻文字にみる音声補字

　古代エジプト聖刻文字（以下、聖刻文字）は、古代エジプト神官文字、古代エジプト民衆文

字と共に、古代エジプト（c.a. B.C.3000 ～ B.C.30）で用いられた文字であり、表語文字

logogram、音素文字phonogram、表語音素文字 logophonogram19）を併用する書記体

系である。聖刻文字には音声補字phonetic complement20）や決定符determiner21）と

いう発音しない文字があり、このような例は音素文字を用いる書記体系にはほとんど見られな

い。以下に聖刻文字にみる音声補字の用例を示す。

　図 1 の左端の 
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翻音：š-šw-w 

意味：シュー（神の名前） 

図 1 聖刻文字にみる音声補字（2） 

宮川ほか（2019 a）より引用改編。 
 
Ⅱ.２. マヤ文字やアステカ文字にみる音声補字 

マヤ文字は中米のマヤ地域低地において、古代より 16世紀後期までマヤ語群の表記に用いられ
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築されている。このマヤ文字にも聖刻文字の音声補字と決定符に該当する文字がみられる。 

図 2 a は表語文字  pakal「楯」である。（c）は pakal「楯」を 3 個の音節文字  pa、  ka、
 la を並べたものである。このような例は、書記日本語で「たて」を漢字「楯」と書くだけでな
く、仮名「たて／タテ」と書くこともできる例に似ている。尤も読み方が異なる表語文字「楯」が
pakal の他にもあるため、  を pakal と読むことを示すために、図 2 b のように  la を音声補
字 23）として   

アステカ文字は中米のアステカ地域において、古代より 16世紀後期まで、ナワトル語をはじめ
とするさまざまな言語の表記に用いられた文字であり、マヤ文字と同じように音声補字や決定符
に該当する文字がみられる 24）。 
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図 2 マヤ文字にみる音声補字 八杉（2009，p.157，図 12）を引用改編。 
 
図 3 a は表語文字  tochtli「ウサギ」である。しかし、  tochtli を仮借し地名を表わす文字

として用いるときは、トチトラン（Tochtlan）という地名（図 3 b）とトチパン（Tochpan）という
地名（図 3 c）を区別するために、  -tlanや  -panを表わす表語音節文字を音声補字として配
置している。なお、  -tlanが  tochtli の下に置かれているのに対し、  -panは  tochtli の
上に置かれている。すなわち、アステカ文字も聖刻文字と同じように、音声補字を表語文字の後
に配置するとは限らず、表語文字の字体と音声補字の字体に応じて柔軟に配置型を変えているこ
とが窺われる。 
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Ⅱ.３. 漢字にみる声符 

漢字はシナ・チベット語群、朝鮮語、日本語をはじめとする東アジア地域の言語の書記体系に
用いられる文字であり、漢字文化圏を形成している 25）。漢字は造語機序と指示対象に基づいた場
合、表語文字、表語音節文字、音節文字に分けられる。さらに表語音節文字や音節文字の大半は
形成字であり、形成字は意味範疇を指示対象に含む意符 26）と音節や声調を指示対象に含む声符の
合符により形成される例が多い 27）聖刻文字やマヤ文字などでは決定符と音声補字が組み合わさ
れて一つの文字を作るような例はなく、意符と声符を利用した造語機序の特異性は際だっている。 
ただ、意符と声符の配置については、意符が左側、声符が右側に配置される例が優勢であるも

のの、声符が左側、意符が右側に配置される例もあれば、意符が上、声符が下に配置される例も
ある。意符と声符が同じであり、指示対象語も同じであるにも拘わらず、意符と声符の配置にさ
まざまな例が見られる場合は動用字と言われている。このあたりはアステカ文字にみる表語音節
文字の配置の柔軟性と共通するものがある。 
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  の下に配置することが多い。

　アステカ文字は中米のアステカ地域において、古代より 16 世紀後期まで、ナワトル語をは

じめとするさまざまな言語の表記に用いられた文字であり、マヤ文字と同じように音声補字や

決定符に該当する文字がみられる 24）。
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取り込んだ単語であり、パンに何かしらを塗る動作を模倣した手話単語の［手形］が［マ］にな
っており、語彙論的には【マーガリン】、音韻形態論的には【［マ］パンに塗る】と表記する。 
 
Ⅱ. 音声補字と決定符 
 
Ⅱ.１. 聖刻文字にみる音声補字 

古代エジプト聖刻文字（以下、聖刻文字）は、古代エジプト神官文字、古代エジプト民衆文字
と共に、古代エジプト（c.a. B.C.3000～B.C.30）で用いられた文字であり、表語文字 logogram、音
素文字 phonogram、表語音素文字 logophonogram19）を併用する書記体系である。聖刻文字には音
声補字 phonetic complement20）や決定符 determiner21）という発音しない文字があり、このような例
は音素文字を用いる書記体系にはほとんど見られない。以下に聖刻文字にみる音声補字の用例を
示す。 

図 1 の左端の  は単音素文字 š、真中の  は二音素文字 šw、右端の  は単音素文字 w で
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補字のみを表語文字などの後に配置している。しかし図 1 では音素文字綴りにみる最初の子音と
最後の子音を示す音声補字それぞれを表語文字などの前と後に配置している。すなわち音声補字
の配置型にもさまざまな型があることが窺われる。 
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節文字であるとみなすこともできる。

Ⅱ．４．日本語にみる捨て仮名

　日本語を書くとき、漢字の読み方を明示するために、漢字に続けて書かれる仮名を送り仮名

と呼ぶ。たとえば、漢字「集」を動詞として読むときは、「集
あつ

まる」「集
つど

う」「集
たか

る」「集
すだ

く」の

ように、さまざまな送り仮名をつけることができる。これは漢字「集」に日本語の動詞「あつ

まる」「つどう」「たかる」「すだく」が対応づけられ、「集」を用いた文を書くとき、「集」に

対応づけられた日本語を明示するために、対応づけられた日本語の最後の音節もしくは最後の

複数音節が仮名で表記されたものと見なし得る。このような送り仮名の機序は聖刻文字やマヤ

文字にみる音声補字に似ている。八杉（2009）も「漢字の後にある送り仮名が、文字学や文

字論でいうところの決定詞や音声補助符と同じではないか」と述べている。ルビは漢字の脇な

いし上に仮名を書き、漢字に対応づけられた日本語を明示する形式であり、書記日本語にみる

独特の形式として文字論的視座に基づく考察が図られている ）。また、ルビの派生形式と考え

られるものの、漢字の読みの最初の仮名ないし最後の仮名を指示対象である漢字の右上ないし

右下に小さく書く（捨て仮名）例も江戸時代の俳句などでは多用された ）。このような迎え仮

名形式ないし送り仮名形式の捨て仮名は後述する指文字を含む手話複合語の形式によく似てい

る。

Ⅲ．日本手話語彙にみる音声補字的用法

　手話単語に指文字をつなげた複合語群は、4 種類の音韻形態論的形式がみられる。その形式

は【手話単語＋指文字】、【指文字＋手話語単語】、【非利き手［指文字］＋利き手［手話単語］】、

【利き手［指文字］＋非利き手［手話単語］】になる。

　【手話単語＋指文字】の形式をとるものとして【講義】【講座】【講習会】、【指文字＋手話単語】

の形式をとるものとして、【議員】【議会】【マンション】【理論】【理解】【理想】【リサイクル】

【リハビリテーション】【レモン】【ワクチン】、さらに【非利き手［指文字］＋利き手［手話単

語］】ないし【利き手［指文字］＋非利き手［手話単語］】の形式をとるものとして【センター】

【パソコン】があげられる。

Ⅲ．１．【手話単語＋指文字】

　【講座】30）は【講演 31）＋ザ】、【講義】32）は【講演＋ギ】の形式をとる。また、【講習会】33）は【講

演＋会】の形式をとる。ただ【講義】と【講習会】の形式を比較すると、【講義】と【講習会】

にみる造語機序の違いが窺われる。

　【講義】の場合は【講演】31）という手話単語に「講
こう

義
ぎ

」という日本語が対応づけられ、文脈

において「講義」とい単語を明示する必要が生じたとき、便宜的に「講義」の最後の漢字「義」

を何らかの手話単語と対応づけ、その手話を【講演】の後に続けて表すことを検討したものの、
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【義】を示す適切な手話単語がないため、【講演】を「こうぎ」という仮名表記と対応づけ、「こ

うぎ」の最後の仮名「ぎ」を【ギ】に対応づけたものと考えられる（図 4 a）。このとき【講演】

は「講義」という漢字表記と「こうぎ」という仮名表記の２つに対応づけられているものと考

えられる。このような音声補字的用法は、書記日本語にみる送り仮名ともよく似ており、【手

話単語＋指文字】にみる指文字は「送り指文字」と呼ぶこともできよう。

　一方、【講習会】は「講習会」の漢字表記にみる語尾の漢字「会」を示す手話単語として【会】

が容易に見つかるため、【講演】に続けて【会】を表わす形式になったものと考えられる（図4 b）。

すなわち、【講演】が「講習会」という漢字表記と対応づけられ、「こうしゅうかい」という仮

名表記とは対応づけられてないことが窺われる。このとき【会】は音声補字に似た機能を持つ

文字補語とでもいうべき機能を示しており、広義的音声補字ないし「送り語」と呼ぶこともで

きよう。

　一方、【政見】は【［セ］講演】の形式をとる。「政見」は「政治に関する意見」という意味を持つ。

したがって【意見】の手形を【セ】に替えた【［セ］思いつく】という形式もありそうなものだが、

そのような表出例は手話辞典には載録されていない。おそらくは「政見演説会」のような語に

対応する形で「政見」が【講演】と対応づけられ、そこから【政見】が派生したのであろう。
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語とでもいうべき機能を示しており、広義的音声補字ないし「送り語」と呼ぶこともできよう。 

一方、【政見】は【［セ］講演】の形式をとる。「政見」は「政治に関する意見」という意味を持
つ。したがって【意見】の手形を【セ】に替えた【［セ］思いつく】という形式もありそうなもの
だが、そのような表出例は手話辞典には載録されていない。おそらくは「政見演説会」のような
語に対応する形で「政見」が【講演】と対応づけられ、そこから【政見】が派生したのであろう。 
 

 
 
Ⅲ.２. 【指文字＋手話単語】 

【議員】は「議員」が「議」と「員」に分節され、「議」が【ギ】に、「員」が【員】に対応づけ
られることにより、【議員（ギ＋員）】という表出ができたものと考えられる（図 5 a）。 

一方、【リハビリテーション】34）は【リ＋戻る】の形式を示す。これは【戻る】に外来語「リハ
ビリテーション」が対応づけられ、「リハビリテーション」の最初の音節「リ」が【戻る】の前に
示されるという機序を経ているものと考えられる（図 5 b）。すなわち、【リハビリテーション】に
みる【リ】は聖刻文字やマヤ文字にみる音声補字と同じような機能をもつことが窺われる。この
ような音声補字的用法は、「送り指文字」とよく似ている。ただ書記日本語には送り仮名と逆の形
式をしめす用例がない。「送る」の対義語には「迎える」があげられることから、【指文字＋手話
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Ⅲ．２．【指文字＋手話単語】

　【議員】は「議員」が「議」と「員」に分節され、「議」が【ギ】に、「員」が【員】に対応

づけられることにより、【議員（ギ＋員）】という表出ができたものと考えられる（図 5 a）。

　一方、【リハビリテーション】34）は【リ＋戻る】の形式を示す。これは【戻る】に外来語「リ

ハビリテーション」が対応づけられ、「リハビリテーション」の最初の音節「リ」が【戻る】

の前に示されるという機序を経ているものと考えられる（図 5 b）。すなわち、【リハビリテー
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ション】にみる【リ】は聖刻文字やマヤ文字にみる音声補字と同じような機能をもつことが窺

われる。このような音声補字的用法は、「送り指文字」とよく似ている。ただ書記日本語には

送り仮名と逆の形式をしめす用例がない。「送る」の対義語には「迎える」があげられること

から、【指文字＋手話単語】にみる指文字を「迎え指文字」と呼ぶこともできよう。
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また、【リ＋戻る】という形式で表出されたとき、【戻る】は《戻る》の中心概念を示す語ではな

く、「リハビリテーション」という仮名表記を示す複音節が指示対象になっているものとも考えら
れる。すなわち、【リ＋戻る】のときの【戻る】は表語文字的機能ではなく、複音節文字的機能（表
音性）を示しているものと見なすこともでき、【戻る】は表語音節文字として機能していることが
窺われる。すなわち、【戻る】に「リハビリテーション」を対応づける書記日本語（＝文字日本
語）にみるルビや送り仮名のような事象を体系的に把握するために勘案された語彙形態ネットワ
ーク 35）という概念で説明することができ、ここにも手指言語と文字言語の相互作用が窺われる。 
【理解】36）【理想】37）【理論】38）【リサイクル】39）は、いずれも【リ＋手話単語】の形式をとる。
尤も【理解（リ＋わかる）】の造語機序には、【議員】にみる造語機序と【リハビリテーション】に
みる造語機序の 2 種類が考えれる。つまり、「理解」が「理」と「解」に分節され、「理」が【リ】
に、「解」が【わかる】に対応づけられることにより、【リ＋わかる】という形式（図 6 a）になっ
たのか、それとも【わかる】に漢語「理解（りかい）」が対応づけられ、「りかい」の最初の音節
（拍）「理（り）」が【わかる】の前に示されるという機序（図 6 b）を経ているのか、解釈が分か
れる。【リサイクル】【理論】【理想】も同様である。むしろ【理解】のような指文字を含む複合語
は 2 種類の造語機序が重層性を構築していると見なし得る可能性もある。 
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に、「解」が【わかる】に対応づけられることにより、【リ＋わかる】という形式（図 6 a）に

なったのか、それとも【わかる】に漢語「理解（りかい）」が対応づけられ、「りかい」の最初

の音節（拍）「理（り）」が【わかる】の前に示されるという機序（図 6 b）を経ているのか、
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【指文字＋手話単語】は図 7 a に示すように、【［指文字］手話単語】に変化する例が少なからず
見られる。たとえば、【ワクチン】は【ワ＋薬】40）と【［ワ］薬】41）のように 2種類の形式が見ら
れる。当初は【ワ＋薬】が用いられていたものの、合成事象 blending42）が起き、【［ワ］薬】のよ
うな形式に変化したものと考えられる。【ワクチン】にみる 2 種類の表現例をみると、【リ】には
［動き］があるため、【リハビリテーション】は【［リ］戻る】という形式が生まれにくいと考える
こともできる。実際、米国手話でも［動き］がある指文字【J】や【Z】を手話単語の［手形］に取
り込んだ例はほとんどない。 

【マーガリン】43）は【［マ］パンに塗る】という形式をとるものの、【［ワ］薬】の［ワ］と【［マ］
パンに塗る】の［マ］は、手形と掌向が同じである。指文字【ワ】と指文字【マ】は、掌向が異な
るものの、手形は同じであるために、手話単語の手形に取り込まれるとき、区別ができなくなる
という事象が起きる。 

【指文字＋手話単語】が【非利き手［指文字］＋利き手［手話単語］】ないし【利き手［指文字］
＋非利き手［手話単語］】に変化する例もある。【センター】44）は【非利き手［セ］＋利き手［建
物］】になっている（図 7 b）。NHK 手話 CG には【セ＋建物】という形式の単語は採録されていな
いものの、【非利き手［セ］＋利き手［建物］】の祖型であった可能性は十分ある。ただ、【［セ］建
物】のような形式は NHK 手話 CG には載録されていない。【［セ］建物】は［セ］の掌向が【建物】
にみる［掌向］と同一化してしまうため、視認性が著しく落ちてしまうという問題点があり、そ
のため、【［セ］建物】は敬遠された可能性もある。 

【マンション】45）は【マ＋ビル】となっており、【非利き手［マ］＋利き手［ビル］】ないし【［マ］
ビル】のような形式にはなっていない（図 7 c）。なぜ【非利き手［マ］＋利き手［ビル］】ないし
【［マ］ビル】が NHK 手話 CG に載録されていないのかは不明である。ただ【非利き手［マ］＋利
き手［ビル］】は実際に使われている可能性はある他、【レモン】46）も【マンション】と同じよう
な問題がみられる。 
 

(a)                                        (b) 
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字］＋非利き手［手話単語］】に変化する例もある。【センター】44）は【非利き手［セ］＋利き

手［建物］】になっている（図 7 b）。NHK 手話 CG には【セ＋建物】という形式の単語は採
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ただ、【［セ］建物】のような形式は NHK 手話 CG には載録されていない。【［セ］建物】は［セ］

の掌向が【建物】にみる［掌向］と同一化してしまうため、視認性が著しく落ちてしまうとい

う問題点があり、そのため、【［セ］建物】は敬遠された可能性もある。

　【マンション】45）は【マ＋ビル】となっており、【非利き手［マ］＋利き手［ビル］】ないし【［マ］
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Ⅲ.３. 【非利き手［指文字］＋利き手［手話語単語］】【利き手［指文字］＋非利き手［手話単語］】 

【パソコン】には 2 種類の形式【非利き手［パ］＋利き手［キーボードを打つ］】47）と【利き手
［パ］＋非利き手［キーボードを打つ］】48）がある。実際には【パ＋キーボードを打つ（両手）】も
普通に使われており、これら 3 種類の形式が併存しているとみなしたほうが実態に近いであろう。
指文字【パ】ないし指文字【ハ】を【キーボードを打つ】の手形に取り込むことは難しいため、
【非利き手［パ］＋利き手［キーボードを打つ］】ないし【利き手［パ］＋非利き手［キーボードを
打つ］】のような形式が定着したものと考えられる。このような形式は漢字に仮名が併記されるル
ビに似ている。あるいは聖刻文字にみる音声補字が対象文字（複音素文字ないし表語文字）の前
語に書かれるのではなく、対象文字の上か下に書かれる形式とも似ている。 

ただ、指文字と手話単語が本当に共起しているかどうかについては解釈が分かれることも少な
くない。例えば【パソコン】にしても、まず利き手で【パ】を表した後、【ハ】の状態のまま、非
利き手で【キーボードを打つ】を表すような例もあり、【利き手［パ］＋非利き手［キーボードを
打つ］】との区別にはかなり困難が伴う場合も考えられる。いわば【指文字＋手話語彙】と【利き
手［指文字］＋非利き手［手話語彙］】や【非利き手［指文字］＋利き手［手話語彙］】は連続体を
なしているとみなすこともできよう。 

【センター】も【非利き手［セ］＋利き手［建物］】の形式である。ただ【［セ］建物】が派生す
る可能性はあるものの、現在、優勢形式にはなっていないものと考えられる（図 7 b）。 
 
 
Ⅳ. 日本手話語彙にみる決定符的用法 
 
【講習会】にみる音声補字様指文字に似た挙動を示す手話単語【会】をみると、【会長】49）にみ
る【会＋長】の【会】は【講習会】の【会】と同じ音声補字的な機能をもっているのかという新た

(a)                           (b)                            (c) 

 
図 7 【指文字＋手話語彙】にみる形態および構成要素の変化 

図 7　【指文字＋手話語彙】にみる形態および構成要素の変化

Ⅲ．３． 【非利き手［指文字］＋利き手［手話語単語］】 

【利き手［指文字］＋非利き手［手話単語］】

　【パソコン】には 2 種類の形式【非利き手［パ］＋利き手［キーボードを打つ］】47）と【利き手［パ］

＋非利き手［キーボードを打つ］】48）がある。実際には【パ＋キーボードを打つ（両手）】も普

通に使われており、これら 3 種類の形式が併存しているとみなしたほうが実態に近いであろ

う。指文字【パ】ないし指文字【ハ】を【キーボードを打つ】の手形に取り込むことは難しい

ため、【非利き手［パ］＋利き手［キーボードを打つ］】ないし【利き手［パ］＋非利き手［キー

ボードを打つ］】のような形式が定着したものと考えられる。このような形式は漢字に仮名が

併記されるルビに似ている。あるいは聖刻文字にみる音声補字が対象文字（複音素文字ないし

表語文字）の前語に書かれるのではなく、対象文字の上か下に書かれる形式とも似ている。

　ただ、指文字と手話単語が本当に共起しているかどうかについては解釈が分かれることも少

なくない。例えば【パソコン】にしても、まず利き手で【パ】を表した後、【ハ】の状態のまま、

非利き手で【キーボードを打つ】を表すような例もあり、【利き手［パ］＋非利き手［キーボー

ドを打つ］】との区別にはかなり困難が伴う場合も考えられる。いわば【指文字＋手話語彙】と【利

き手［指文字］＋非利き手［手話語彙］】や【非利き手［指文字］＋利き手［手話語彙］】は連

続体をなしているとみなすこともできよう。

　【センター】も【非利き手［セ］＋利き手［建物］】の形式である。ただ【［セ］建物】が派

生する可能性はあるものの、現在、優勢形式にはなっていないものと考えられる（図 7 b）。
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Ⅳ．日本手話語彙にみる決定符的用法

　【講習会】にみる音声補字様指文字に似た挙動を示す手話単語【会】をみると、【会長】49）に

みる【会＋長】の【会】は【講習会】の【会】と同じ音声補字的な機能をもっているのかとい

う新たな疑問が出てくる。さらに【会長】は【学長】50）【校長】51）【議長】52）【座長】53）のような【○

＋長】の形式をとる手話複合語群を形成しているとみなすこともできる。このとき【○】は、

音韻形態論的にどう位置づけ得るのであろうか。

　通常は「会長」を「会」と「長」に分節し、それぞれを【会】と【組織の長】に対応づけて、

合成するという機序（図 8 a）を想定するであろう。しかし、【組織の長】にさまざまな日本

語が対応づけられた後、日本語の語頭にある漢字ないし仮名が決定符的に【長】の前に配置さ

れる（＝表出される）ことで、【長】に対応づけられた日本語を明示するという機序（図 8 b）

も考えられる。このとき、【会＋長】【学＋長】【校＋長】【議＋長】【座＋長】の【会】【学】【校】【議】

【座】は、音声補字的（より厳密には漢字補語）機能を持つだけでなく、【組織の長】の種類を

決定づける意味範疇的決定符と同じような機能を持っているとみなすこともできる。

10 
 

な疑問が出てくる。さらに【会長】は【学長】50）【校長】51）【議長】52）【座長】53）のような【○＋
長】の形式をとる手話複合語群を形成しているとみなすこともできる。このとき【○】は、音韻形
態論的にどう位置づけ得るのであろうか。 

通常は「会長」を「会」と「長」に分節し、それぞれを【会】と【組織の長】に対応づけて、合
成するという機序（図 8 a）を想定するであろう。しかし、【組織の長】にさまざまな日本語が対
応づけられた後、日本語の語頭にある漢字ないし仮名が決定符的に【長】の前に配置される（＝
表出される）ことで、【長】に対応づけられた日本語を明示するという機序（図 8 b）も考えられ
る。このとき、【会＋長】【学＋長】【校＋長】【議＋長】【座＋長】の【会】【学】【校】【議】【座】
は、音声補字的（より厳密には漢字補語）機能を持つだけでなく、【組織の長】の種類を決定づけ
る意味範疇的決定符と同じような機能を持っているとみなすこともできる。 

 
 

 
【予定】54）は【予＋計画】、【予算】55）は【予＋計算】の形式をとる。このような形式は【予】
という漢字の字体そのものを指示対象とする手話単語を先に表わし、【予】に対応づけられた日本
語の意味範疇に該当する手話単語を追加した形式と見ることもできる。いわば【予＋手話単語】
の形式にみる手話単語は聖刻文字やマヤ文字にみる意味範疇的決定符に似た機能を持つものとみ
なすこともできる 56）。同様に【芸術】57）は【芸＋絵を描く＋劇】の形式をとるものの、絵画関係
者と劇関係者の間では【芸＋絵を描く】や【芸＋劇】のように続く手話単語が異なることも少な
くない。すなわち文脈に応じて【芸】に続く手話単語が変化するわけであり、聖刻文字やマヤ文
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Ⅴ．日本手話語彙にみる線条性

　加藤 3）は「現代言語学の線条性の実質が（1）不可逆配列性と（2）単層性だとすれば、ル

ビの二重性は（2）の原則を満たしていないことになる。加藤 3）は、現代言語学では、音素配

列と超分節要素の二重性を想定するので、《複線条性》として設定し直すべきだとしているが、

音素の配列と超分節素は後者が前者のメタ的特性となっている。しかし、ルビの二重性は、パ

ラ的関係であり、音声の複層性とは異なる。これは、線条性の原理に背馳する新しいものと見

なければならない。」と述べ、音声言語や書記日本語における線条性の定義の問い直しを図っ

ている。

　本稿では複線条性という概念を与件としつつ、「指文字を含む手話複合語」にみる不可逆配

列性を検証することにしたい。図 9 に示すように、手話単語に対応づけられた日本語の語頭

にある仮名が音声補字的に用いられるときは、手話単語の前に表出され、語尾にある仮名が音

声補字的に用いられるときは、手話単語の後に表出される。これは日本語表記にみる配列不可

逆性が「指文字を含む手話複合語」にも投影され、その結果【指文字＋手話単語】、や【手話

単語＋指文字】のような音声補字的指文字の配置にみる傾向があらわになったものとも考えら

れる。
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い。」と述べ、音声言語や書記日本語における線条性の定義の問い直しを図っている。 

本稿では複線条性という概念を与件としつつ、「指文字を含む手話複合語」にみる不可逆配列性
を検証することにしたい。図 9 に示すように、手話単語に対応づけられた日本語の語頭にある仮
名が音声補字的に用いられるときは、手話単語の前に表出され、語尾にある仮名が音声補字的に
用いられるときは、手話単語の後に表出される。これは日本語表記にみる配列不可逆性が「指文
字を含む手話複合語」にも投影され、その結果【指文字＋手話単語】、や【手話単語＋指文字】の
ような音声補字的指文字の配置にみる傾向があらわになったものとも考えられる。 
 

 
 
【会長】や【予定】にみる意味範疇的決定符のような様相を示す手話単語も、【〇＋長】の場合
は【長】の前に【〇】が表され、【予＋●】の場合は【予】の後に【●】が表される。すなわち、手
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聖刻文字やマヤ文字では、表語文字の音素文字綴りの最後の音素が音声補字で示される場合で
も、音声補字の配置が被修飾語の後とは限らず、かなり緩やかである（図 1，2，3）。聖刻文字や
マヤ文字にみる音声補字や決定符と、「指文字を含む手話複合語」にみる指文字を対照すると、手
指言語にみる音声補字的用法は、文字言語にみる音声補字と同様に緩やかな配列不可逆性、いわ
ば線条性がみられると解釈することもできよう。 

ところで、【講座（講演＋ザ）】は【非利き手［サ／ザ］＋利き手［講演］】【［サ］講演】の形式
にはならないのだろうか？ 【非利き手［サ／ザ］＋利き手［講演］】の場合はバチソンの制約の
問題も絡み、なかなか難しいかもしれない。しかし、【［サ］講演】の場合は【政見】の例もあるこ
とより、表す分にはほとんど問題はないはずである。しかし、【政見】が定着している一方、【［サ］
講演】が見られないのは、手話単語の手形に取り込まれる指文字は語頭にある指文字に限るとい
う制約があるのではなかろうか。いわば手話単語の構成要素のうち、［手形］が文字言語にみる文
字配列の先頭に該当する制約があるのではなかろうか。 

手話単語に対応づけられた日本語にみる際立ち度の高い仮名（語頭あるいは語尾）が無条件に
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合は【長】の前に【〇】が表され、【予＋●】の場合は【予】の後に【●】が表される。すなわち、

手話単語に対応づけられた日本語にみる漢字の配列順の影響を受けているものと考えられる場

合が多い。
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　聖刻文字やマヤ文字では、表語文字の音素文字綴りの最後の音素が音声補字で示される場合

でも、音声補字の配置が被修飾語の後とは限らず、かなり緩やかである（図 1，2，3）。聖刻

文字やマヤ文字にみる音声補字や決定符と、「指文字を含む手話複合語」にみる指文字を対照

すると、手指言語にみる音声補字的用法は、文字言語にみる音声補字と同様に緩やかな配列不

可逆性、いわば線条性がみられると解釈することもできよう。

　ところで、【講座（講演＋ザ）】は【非利き手［サ／ザ］＋利き手［講演］】【［サ］講演】の

形式にはならないのだろうか？　【非利き手［サ／ザ］＋利き手［講演］】の場合はバチソンの

制約の問題も絡み、なかなか難しいかもしれない。しかし、【［サ］講演】の場合は【政見】の

例もあることより、表す分にはほとんど問題はないはずである。しかし、【政見】が定着して

いる一方、【［サ］講演】が見られないのは、手話単語の手形に取り込まれる指文字は語頭にあ

る指文字に限るという制約があるのではなかろうか。いわば手話単語の構成要素のうち、［手形］

が文字言語にみる文字配列の先頭に該当する制約があるのではなかろうか。

　手話単語に対応づけられた日本語にみる際立ち度の高い仮名（語頭あるいは語尾）が無条件

に手話単語の［手形］に変換されるわけではなく、さまざまな制約が課せられることはいうま

でもない。【指文字＋手話単語】が【非利き手［指文字］＋利き手［手話単語］】の形式に変化

するのか、それとも【［指文字］手話単語】の形式に変化するのか、さらには両者が併存する

のかについては、指文字と手話単語それぞれの構成要素の相性のようなさまざまな要因が重層

的に関わってくるものと考えられる。

Ⅵ．まとめ

　本稿では日本手話語彙にみる指文字を含む複合語群の音韻形態論的分析をおこない、複合語

群に含まれる指文字が聖刻文字やマヤ文字にみる音声補字に該当する機能を持つことを明らか

にした。このような指文字の配置形式は、江戸時代の俳句や和歌などにみられる迎え仮名ない

し送り仮名によく似ていることが窺われた。また《講習会》を意味する手話複合語にみる手話

単語【会】が、聖刻文字やマヤ文字にみる決定符に該当する機能を持つ可能性が窺われた。す

なわち、指文字を含む手話複合語の形式には書記日本語の配置形式の相当な影響があるものと

も考えられる。

　指文字を含む複合語群の造語機序については、手話単語に対応づけられた日本語の語頭に位

置する仮名は手話単語の前につなげられるのに対し、日本語の語尾に位置する仮名は手話単語

の後につなげられるという顕著な傾向があり、書記日本語にみる線条性が指文字を含む複合語

群にも存在することが窺われた。尤も手話単語の前につなげられた指文字が、手話単語と指文

字の空間的共起ないし手話単語の構成要素［手形］への変換を示す傾向を見せたのに対し、手

話単語の後につなげられた指文字にはそのような傾向はみられなかった。

　「手話の文化」に対する抑圧に対抗する動きと連携し、手指言語にみる空間性に関心が向け

られると共に、手指言語以上に手話言語の語彙にみる線条性の本質を問う動きは等閑に付され



－ 122 －

てきた。しかし、手指日本語が今や無視できない存在になりつつある現在、音声言語と手指言

語の相互作用についても、語彙形態ネットワークという視座の下に再検証をおこなう時期に来

ているようにも見受けられる。
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